かがわ糖質バイオ発新商品開発支援事業実施要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、財団法人かがわ産業支援財団（以下「財団」という。）が実施するかがわ糖質バイオ発新商品開発支援事業（以下「支援事業」という。）に関して、必要な事項を定める。
（補助対象者）
第２条　支援事業の補助対象者は、県内企業、県内に工場や研究所又はこれに準じる設備を有する県外企業とする。
（補助対象事業）

第３条　財団の理事長（以下「理事長」という。）は、次の(1)に掲げる要件に該当し、かつ、(2)に適合する事業（以下「補助事業」という。）に対する経費を補助するものとする。

(1) 要件

　①機能性食品・医薬部外品開発枠

　ア　糖質バイオ分野における機能性食品（特定保健用食品、栄養機能食品、特別用途食品、健康補助食品など）及び医薬部外品（薬用化粧品など）の開発事業であること。
　イ　補助事業終了後、概ね３年以内に上市又は厚生労働省、消費者庁等への許可申請を予定している事業であること。

　②新商品開発枠

　ア　①で開発するものに準ずる食品等の開発事業であって、開発要素があるもの。（試作は除く）

イ　補助事業終了後、概ね１年以内の上市を予定している事業であること。
(2) 事業化が、関係法令又は公序良俗に違反することなく、地域社会の発展に寄与するものであること。

（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する経費（消費税及び地方消費税は除く）であって、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。

（補助金額等）

第５条　補助金の額は次のとおりとする。

（1）機能性食品・医薬部外品開発枠

補助対象経費の３分の２以内で、１００万円以上１，０００万円以下とする。

（2）新商品開発枠

　　補助対象経費の３分の２以内で、５０万円以上２００万円以下とする。

２　補助対象期間は、補助金交付決定日から当該年度末までとする。
（補助金の交付の申請）
第６条  補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ理事長が別に定める期日までに、補助金交付申請書（様式１）に、理事長が必要と認める書類等を添えて、理事長に提出しなければならない。

（交付決定）
第７条  理事長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があった場合、必要に応じて、審査委員会の意見を聞いてその内容を審査し、適当と認めるときは予算の範囲内で補助金の交付を決定（以下「交付決定」という。）する。

２　理事長は、前項の規定による交付決定の結果を補助金交付決定通知書（様式２）により申請者に通知するものとする。

（申請の取り下げ）

第８条　前条の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定の内容及びこれに附された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときには、その交付決定の通知を受けた日から１０日以内にその旨を記載した書面を理事長に提出しなければならない。

（補助事業の内容又は経費の配分の変更）
第９条　補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書（様式３）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更についてはこの限りでない。
２　理事長は、前項の承認を行う場合において、必要に応じ条件を附し、変更することを指示できる。

（補助事業の中止又は廃止）
第１０条　補助事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、補助事業中止・廃止承認申請書（様式４）を理事長に提出し、承認を受けなければならない。
（遂行状況報告等）

第１１条　補助事業者は、交付決定に係る財団の会計年度の９月３０日、１２月３１日までの補助事業の遂行状況について、それぞれ同年度の１０月３１日、１月３１日までに、補助事業遂行状況報告書（様式５）を理事長に提出しなければならない。

２　補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、すみやかに補助事業遅延等報告書（様式６）を理事長に提出し、その指示を受けなければならない。
（実績報告書の提出）
第１２条　補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第１０条の規定による承認を受けたときは、その日から起算して２０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書（様式７）に、理事長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

（補助金の額の確定）
第１３条　理事長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、すみやかにその内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その内容を補助金額確定通知書（様式８）により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第１４条　補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、精算払請求書（様式９）により、理事長に補助金の交付を請求するものとする。

（交付決定の取消し等）

第１５条　理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

　(1)助成対象者の要件を満たさなくなったとき。

　(2)補助金の交付決定の内容、これに附した条件、その他この要綱又はこれに基づく理事長の指示に違反したとき。

　(3)補助事業を実施しないとき、又は実施する意志が認められないとき。

　(4)補助事業を中止し、継続して実施する見込がないとき。

　(5)補助金を補助の目的外に使用したとき。

２　前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後に　おいても適用があるものとする。

（補助金の返還）

第１６条　理事長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお　いて、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されている　ときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

（財産の処分制限）

第１７条　補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、理事長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、理事長が補助事業の完了により補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部に相当する金額をあらかじめ財団に納付した場合並びに当該財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）」に定める期間を経過した場合は、この限りではない。

（経理）

第１８条　補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と区分し、当該収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定の通知を受けた日の属する会計年度が終了する日から５年間、保存しなければならない。

（事業状況の報告）

第１９条　補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後３年間、毎会計年度終了後１０日以内に事業状況報告書（様式１０）を理事長に提出しなければならない。

（その他）

第２０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

　　附　則

この要綱は、平成１９年１０月２５日から施行する。

　　附　則

この要綱は、平成２０年４月１４日から施行する。

　　附　則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成２２年４月３０日から施行する。

附　則

この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。

別表（第４条関係）

　［補助対象経費］
	経費区分
	補  助  対  象  経  費

	開発事業費
①機能性食品・医薬部外　　　　　品開発枠

②新商品開発枠
上記①及び②の開発のための経費
	原材料費、消耗品費、構築物費、機械装置･工具費、外注費、委託費、技術指導受入れ費、直接人件費、報償費、その他理事長が必要と認めた経費
（注）外注費及び委託費の総額は、全補助対象経費の9/10未満とすること。
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